
1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 介護保険料減免の認定 

根拠法令及び条項 
介護保険法第142条、那覇市介護保険条例第13条、 
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注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要

がない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載する

こと。 

 



【別 紙】   

那覇市介護保険料減免実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、那覇市介護保険条例（平成１２年那覇市条例第２７号、以

  下「条例」という。）第１３条第１項第２号から第５号まで及び那覇市介護保

  険規則（平成１２年那覇市規則第３９号、以下「規則」という。）第１６条第

  １項第２号から第４号までに定める保険料の減免について、必要な事項を定め

  るものとする。 

 

（減免基準） 

第２条 条例第１３条第１項第２号から第４号までに規定する著しい収入の減

少とは、保険料の賦課期日の属する年の所得見込額が、前年所得額の１０分の

７以下になる場合をいうものとし、その場合の減額については、当該賦課期日

の属する年の世帯の生計を主として維持する者の所得見込額をもとに当該賦

課期日の属する年度の保険料率を算定したとしたならば適用されることとな

る保険料率の額まで減額するものとする。 

 

２  条例１３条第１項第５号に規定するその他特別の事情がある者は、次の各号

に定めるものとし、当該者に対する減免の割合は、当該各号に定める割合とす

る。 

（1）  第１号被保険者が条例第６条第１項第２号又は第３号に該当し、かつ、

次に掲げる要件をすべて満たした場合 条例第６条第１項第1号に該当す

るとした場合の保険料額との差額の減額 

ア  当該世帯の前年の収入金額の合算額及び保険料の賦課期日の属する年

の収入見込額の合算額が、いずれも生活保護法による保護の基準（昭和 

38年厚生省告示第158号。以下アにおいて「保護の基準」という。）に定

めるところにより本市に適用されることとなる生活扶助基準に係る第1

類、第２類（地区別冬季加算額を除く。）、障害者加算（（1）及び（2）

に掲げる加算に限る。）により算定した額以下となる世帯に属する者で

あること。この場合においては、平成25年厚生労働省告示第174号による

改正前の保護の基準を適用するものとする。 

イ  保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課されている者と 

生計を共にしていないこと。 

ウ  保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課されている者の 



扶養を受けていないこと。 

エ  当該世帯員全員の現金及び預貯金等の合計額が150万円以下であるこ

と。 

オ  当該世帯員全員が、居住用以外に処分可能な土地及び家屋を所有して

いないこと。 

（2）  条例第６条第１項第６号から第１６号までのいずれかに該当する第１

号被保険者が、債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合であって、譲

渡所得を債務返済等に充てた後の保険料額が、条例第６条第１項第１号か

ら第１５号までのいずれかに該当すると認める者 該当するとした場合

の保険料額との差額の減額 

（3）  第１号被保険者が破産者となったとき 当該年度分の保険料額を条例

第６条第１項第１号相当まで減額 

（4）  その他、第１項及び第２項の各号の規定に準ずるものとして市長が認め

る者 当該各項及び各号の規定に準じて保険料を減額又は免除 

 

 （減免の判定） 

第３条 前条第２項第４号による減免は、介護保険料減免判定会議（以下「判定

  会議」という。）の審査を経て行うものとする。 

 

 （判定会議の構成等） 

第４条   判定会議は、次の者をもって構成し、議長に福祉部のちゃーがんじゅ

う課を担当する副部長、副議長にちゃーがんじゅう課長をもって充て、委員に  

次の者をもって充てる。 

 ちゃーがんじゅう課副参事、保険料グループ長、保険料グループ主査、管理グ

ループ長 

２ 議長は会務を総理し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその

  職務を代理する。 

３ 判定会議は、議長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立するものとす

  る。 

 

 （その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   付 則  



この要綱は、平成１３年２月２６日から施行し、平成１２年１０月１日から適

用する。 

     付 則 

  この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行し、改正後の那覇市介護保険料減免

実施要綱の規定は、平成１６年度分の介護保険料から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、改正後の那覇市介護保険料減免

実施要綱の規定は、平成１８年度分の介護保険料から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項第１号及び第２号の規定は、平成２７年度分の保険

料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行し、改正後の那覇市介護保険料減免

実施要綱の規定は、令和６年度分の介護保険料から適用する。 

 

 

 

 


